
※支援金は原則として支援対象者本人へ支払います。
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就職先決定前に支援候補者の認定を

受ける必要があります。

対象業種への就職と県内居住とい

う要件を満たし、３年間勤務後に

補助金の半額（奨学金返済予定額

の１／４）が支給され、さらに３

年間勤務後（通算6年間勤務後）

に残りの半額が支給されます。

※合計で奨学金返済予定額の

１／２を支給（最大１５０万円）

就職後

奨学金の返済
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大学等在籍時

奨学金返済支援までの流れ

合計で奨学金返済
予定額の１／２

（最大１５０万円）
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